
第２９号議案 

 

令和８年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５７４，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ７，５７４，０００

諸収入 ２６，２０６6

1 諸収入 ２６，２０６

繰越金 ２７０5

1 繰越金 ２７０

1 繰入金 ６２５，０００

2 基金繰入金 １０４，５６０

1 財産運用収入 １，９００

繰入金 ７２９，５６０4

2

1 県補助金 ５，１２４，５７４

財産収入 １，９００3

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

国民健康保険税 １，６９１，４９０1

1 国民健康保険税 １，６９１，４９０

県支出金 ５，１２４，５７４
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単位：千円

1 予備費 ２０，０００

1 償還金及び還付加算金 １８，０２０

7 予備費 ２０，０００

1 基金積立金 ９５，９００

6 諸支出金 １８，０２０

2 特定健康診査等事業費 ７８，８０７

5 基金積立金 ９５，９００

4 保健事業費 １０４，０７８

1 保健事業費 ２５，２７１

3 介護納付金分 １８０，８１８

4 子ども・子育て支援金分 ４８，４３９

1 医療給付費分 １，４９５，９２１

2 後期高齢者支援金等分 ４８９，９８９

5 葬祭諸費 ７，５００

3 国民健康保険事業費納付金 ２，２１５，１６７

3 移送費 ５０

4 出産育児諸費 １８，５００

1 療養諸費 ４，２６８，２１８

2 高額療養費 ７２２，３５０

９６，１４９

2 徴税費 ８，０６８

2 保険給付費 ５，０１６，６１８

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 総務費 １０４，２１７

1 総務管理費
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

歳　　出　　合　　計 ７，５７４，０００
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